
（様式－１） （平成１７年８月１日更新）

作成部署　環境局環境改善部環境保安課　電話４２－４８１事務名 危害予防規程の認可

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》

 標準処理期間 計 10 日

申　請 認可証交付（窓口）

通

知

1 日 7 日 2 日
○ ○ ○ ○

申請受付 実質審査 決定手続
形式審査

環
境
改
善
部
環
境
保
安
課

4 認 可 証 交 付
申請者に通知します。
（電話連絡）

申請書の内容について審査基準
（火薬類取締法）を満たしているか
どうかを審査します。

3 決 定 手 続
審査・調査結果に基づき起案し、
許可の諾否について環境保安課
長が決定します。

事　　　　　務　　　　　処　　　　　理　　　　　フ　　　　　ロ　　　　　ー　　　　　図

申

請

者

項 番 項 目 説 明

1
申 請 受 付
形 式 審 査

提出された申請書に記載漏れが
ないかどうか、添付書類がそろっ
ているかどうかを審査します。

2 実 質 審 査


